
省

令

平成年月日 火曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
五
十
一
号

漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五

十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁

業
近
代
化
資
金
融
通
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
八
年
七
月
二
十
六
日

農
林
水
産
大
臣

森
山

漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
施
行
規
則

（
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
に
係
る
漁
業
者
等
）

第
一
条

漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。）第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
漁
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
漁
業
者
等
と
す
る
。

一

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
の
う
ち
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
る
区
域
を

地
区
と
す
る
も
の

二

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
都

道
府
県
の
区
域
を
超
え
る
区
域
に
お
け
る
水
産
業
の

振
興
を
目
的
と
す
る
も
の

（
承
認
を
す
る
都
道
府
県
知
事
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
都
道
府
県
知
事
は
、
同
項
に
規
定
す
る
資
金
を

借
り
入
れ
る
漁
業
者
等
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
知
事
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
の
利
子
補
給
契
約
に
係
る
事
務
を
他
の
都
道
府
県

が
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の

知
事
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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